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デジタル化推進計画の概要
１．計画の策定趣旨

社会全体のデジタル化の推進が求められる中、本県においても、行政分野はもとより、産業
をはじめ、あらゆる分野のデジタル化を加速させ、本県の活力の向上を図る。

２．計画の期間
令和３年度 ～ 令和７年度

３．基本理念
デジタルで創る､誰もがより安心で豊かさを実感できる｢いしかわ｣

４．基本方針
（１）産業・生活のデジタル化

各分野のデジタル化の取り組みを充実・強化し、「産業の成⾧・発展」、「県民生活の
安全・安心の確保」に向けて取り組むとともに、本県の魅力・強みの発信により「交流、
移住・定住の促進」を図る。

（２）行政サービスの利便性向上
スマートフォンなどを活用して、オンラインで「いつでも」「どこでも」「分かりやすく」

利用できる県民目線の行政サービスを目指す。

（３）行政事務の効率化
行政内部の業務見直しを徹底し、デジタル技術を活用した新たな働き方(デジタルワーク

スタイル)を実現することにより、業務を効率化し、行政の質の向上に繋げる。 ２



デジタル化推進計画の概要 産業・生活のデジタル化

デジタル技術の活用により、防災・減災対策の
ほか、医療・福祉、結婚・子育て環境の充実、教育
のICT化等を推進

本県の魅力・強みである豊かな観光資源や質の高い文化、良好な生活基盤等を、オンライン等の
デジタル技術を活用し国内外に発信

人材の育成やドローン等の新技術の活用を
支援するなど､全国に先駆けた産業の生産性
向上、農林水産業の収益性向上の取組みを加速

（１）産業の成⾧・発展 （２）県民生活の安全・安心の確保

（３）交流、移住・定住の促進

●デジタル技術を活用した文化振興・観光誘客 ●オンラインを活用した移住・定住の促進

オンラインを活用して移住希望者に
子育て環境等をリアルタイムで案内

（オンライン移住体験）

伝統芸能の舞台公演を特設サイト
で多言語で動画配信

●ICT建設機械等を
活用した建設現場
の生産性向上

センサーを活用した
要介護者の見守り

●介護現場等におけ
るICT導入による業
務の高度化､効率化

自動制御による効率
的かつ安全な施工

１人１台端末を
使って学ぶ授業

●ＩＣＴを活用した
授業の推進

（見守りｾﾝｻｰ） （見守りﾓﾆﾀｰ）

●産業を支えるデジタル
人材の確保・育成支援

●ドローン等を活用した
農業の収益性向上

企業や大学との連携による
IoT/AI高度人材の育成

自動飛行ドローンを活用
した水稲直播の実証

主な取組み

３

主な取組み

主な取組み



デジタル化推進計画の概要 行政サービスの利便性向上
基本方針:スマートフォンなどを活用して、オンラインで「いつでも」「どこでも」

「分かりやすく」利用できる県民目線の行政サービスを目指す。
主な取組み

・県条例等に基づく行政手続について、
令和７年度末までに原則、全ての手続において、オンライン申請を可能とする。

（今年度末までに手続数ベースで８割超、申請件数ベースで９割超の手続について、
オンライン申請を可能とする｡）
※国の法令等に基づく行政手続についても、法令改正等を前提として、令和７年度末
までに原則、オンライン申請を可能とする。

（１）行政サービスのオンライン化

・アプリやＳＮＳ等を活用した情報発信の充実
（２）情報発信の充実・強化

・国の目標の実現に向けて、市町の取組みの支援による普及の促進や利便性の向上に取組む。
（国は、令和４年度末までにほぼ全国民にいきわたることを目指している。）

（３）マイナンバーカードの普及の促進・利便性の向上

・高齢者等に対するデジタル機器の活用支援
（４）デジタルデバイド対策

４



デジタル化推進計画の概要 行政事務の効率化

基本方針:行政内部の業務見直しを徹底し、デジタル技術を活用した新たな働き方
（デジタルワークスタイル）を実現することにより、業務を効率化し、
行政の質の向上に繋げる。

主な取組み

・行政内部の押印手続の見直しなど、書面・対面を前提とした事務の見直し
・庁内のどこでもペーパーレスでの会議や打合せ等を実施できるような執務環境の整備
・タブレット等を活用したペーパーレス会議を推進
・電子決裁の推進

⇒ これらの取り組みにより、令和７年度末までにコピー用紙の使用枚数を３割削減する。
＜現状:R2実績＞コピー用紙使用枚数（全庁） 約6,000万枚

（１）デジタルワークスタイルの実現

・データ入力や問い合わせ対応等の定型業務にＡＩやＲＰＡを積極的に活用

（２）AI・RPAの活用

５



６

デジタル化推進計画の概要 各施策の基盤となる取組み
主な取組み

・デジタル人材の確保に向け、デジタル技術等の知識、技能、経験等を有する職務経験者の採用
・職員の知識・技能向上のため、デジタル技術を活用した施策の検討に資する研修を充実

（１）庁内のデジタル人材の確保と育成

・デジタル化に向けた取り組みの方向性などに、専門的な見地から助言いただくため、
「石川県デジタル化推進アドバイザー」を設置
（丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学副学⾧に委嘱）

・株式会社ＮＴＴドコモと連携協定を締結予定
県内のデジタル化の推進に向けた５Ｇ環境の整備促進、企業等の５Ｇ活用の支援などに連携

して取組む。

（２）民間との連携の推進

・不正アクセス等を防止する技術的な対策や職員の情報セキュリティに対する意識を徹底する

（３）セキュリティ対策の徹底

・ホームページ等を活用した利用者ニーズの把握等によるオープンデータの拡充

（４）オープンデータの推進
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